
 

 

桜川市サイクルサポートステーション登録要綱 

 

（目的） 

第１条 この告示は、つくば霞ヶ浦りんりんロードの利活用の一環として、スポー

ツバイク利用者に物品等（以下「貸与物品」という。）の貸し出しサービス及び情

報を提供する施設を桜川市サイクルサポートステーションとして登録を促進し、

観光消費の増加及び地域の活性化を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

 （１） 桜川市サイクルサポートステーション 次に該当しない施設又は事業

所等であり、第５条第２項に規定する承認通知を受けた者をいう。 

ア 桜川市内に住所又は主たる事業所を有していないこと 

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号に規定する暴力団及び同条第５号に規定する暴力団

員に該当すること 

ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律

第１２２号）第２条（同条第１項第８号に規定する営業を行う者を除

く。）に規定する営業を行うこと 

エ 特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号）第３３条に規定

する連鎖販売取引を行うこと 

オ 特定の政党しくは宗教団体支援若しくは支援するおそれがあること 

カ 桜川市の指名停止措置を受けていること 

キ 法令及び公序良俗に反すると認められる行為を行うこと 

ク 桜川市の信用又は品位を害すると認められる行為を行うこと 

（２） 貸与物品 ステッカー、サイクルラック、空気入れ及び自転車用工具を

いう。 

（３） サイクリスト 市内で自転車を利用する者をいう。 

（登録要件） 

第３条 登録の要件は、次の各号に定めるとおりとする。 

（１） 桜川市貸与物品により、「桜川市サイクルサポートステーション」である

ことを明示すること。 

（２） 桜川市の情報及びサイクリスト等に必要な機能を提供することができる

場所であること。 

（３） 駐輪スペースを確保すること。 

（４） サイクリストへのトイレを無償で使用させること。 

（登録料） 

第４条 登録料は、無料とする。 

（登録の申請および承認） 



 

 

第５条 登録を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、桜川市サイクルサ

ポートステーション登録申請書（様式第１号）を市長に提出し、承認を受けなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容の精査及び登

録の決定をし、その結果を桜川市サイクルサポートステーション登録承認通知書

（様式第２号）又は桜川市サイクルサポートステーション登録不承認通知書（様

式第３号）により、申請者に通知するものとする。 

３ 登録の期限は、定めないものとする。 

（貸与物品等について） 

第６条 貸与物品の貸与は、桜川市が無償で行うものとする。 

２ 貸与物品は、各１点を上限とする。 

３ 承認通知を受けた者（以下「登録施設」という。）は、貸与物品を良好な状態で

管理しなければならない。 

４ 登録施設は、貸与物品を本来の趣旨に反しての使用及び無断での改造、転貸、

売却、廃棄等をしないこととする。 

５ 貸与物品の設置及び管理にかかる費用は、登録施設が負担するものとする。 

（貸与物品等の更新） 

第７条 登録施設は、貸与物品を前条の規定により管理した上で、経年劣化等によ

り貸与物品の更新を希望する場合は、桜川市サイクルサポートステーション貸与

物品更新申請書（様式第４号）を市長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を精査及び登

録の決定をし、その結果を桜川市サイクルサポートステーション貸与物品更新承

認通知書（様式第５号）又は桜川市サイクルサポートステーション貸与物品更新

不承認通知書（様式第６号）により、申請者に通知するものとする。 

（登録の解除） 

第８条 登録施設は、やむを得ない事情により登録の辞退を申し出る場合は、桜川

市に対して桜川市サイクルサポートステーション登録解除申出書（様式第７号）

を提出し、貸与物品を返却することとする。 

２ 登録施設が、第３条各号及び第６条第４項を遵守されていないと桜川市が判断

した場合は、桜川市サイクルサポートステーション登録解除通知書（様式第８号）

により、登録を解除することができる。 

（補則） 

第９条 登録施設は、桜川市が情報発信媒体等を作成する場合において、情報の提

供に同意するものとする。 

２ 登録施設において事故・トラブルが生じた場合、各施設又は事業所等において

責任を負い解決することとする。 

 

附 則 

 この告示は、令和３年５月１日から施行する。 


